
選挙公報
　選挙公報は、3月25日（火）ごろ皆
様のご家庭に配布します。

 お問い合わせ
 　向日市選挙管理委員会
　　　　　　　  （内線510、511） 

投開票速報
　この選挙の投票および開票速報
は、向日市ホームページでお知らせし
ます。
（http://www.city.muko.kyoto.jp/）

期日前投票
3月21日（祝）〜4月5日（土）
午前8時30分〜午後8時
（土・休日も投票できます）
市役所第1会議室（本館東棟）

4月6日（日）
午前7時〜午後8時

◀
入
場
整
理
券（
裏
面
）

　今回の選挙から、入場整理
券の裏面に「期日前投票宣誓
書」が掲載されます。期日前投
票をされる際は、必要事項を
ご記入の上、お持ちください。
　なお、入場整理券は世帯ご
とに取りまとめ、封筒で郵送
します。

入場整理券が
変わります

3月29日（土）、30日（日）と4月5日（土）
市役所窓口の一部を開庁します

京都府知事選挙

●開庁時間／午前9時～午後1時
●開庁場所

取り扱う主な業務 担当課

転入・転出・転居などの住民異動届（住民基本台帳カードを
使った特例の転入届を除く）、各種証明書発行 市民課（内線 201）Ⓐ

課税証明などの各種証明書発行 税務課（内線 223）Ⓐ

国民健康保険・後期高齢者医療・医療費助成制度（京都子育て支
援医療など）の資格取得・喪失・変更手続き 医療保険課（内線 332、335）Ⓑ

介護保険の資格取得・喪失・変更手続き 高齢介護課（内線 371）Ⓑ

障害者手帳や自立支援医療などの変更手続き 障がい者支援課（内線 340）Ⓑ

児童手当などの手続き 子育て支援課（内線 348）Ⓑ

小・中学校の転校などの手続き 学校教育課（内線 818）Ⓒ
※�関係機関に問い合わせが必要な場合など、内容によっては当日中に手続きが終了しないこともありま
す。ご不明な点は事前に各担当課へお問い合わせください。

　3月と4月は、転入・転出などに伴う手続きが多く
なる時期です。向日市では、転入・転出の手続きがで
きるよう3月29日（土）、30
日（日）と4月5日（土）に市役
所の一部を開庁し、窓口業
務を行います。平日の開庁
時間内に手続きができない
方は、ぜひご利用ください。
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「広報むこう」は原則、発行日の2日前から当日までの3日間で各戸配布しています。配布に関するご要望などは、（公社）向日市シルバー人材センター（☎932‐3987、�934‐8600）へ。
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●向日市役所／〒617‐8665 京都府向日市寺戸町中野20
　　　　　　　 ☎075（931）1111 �075（922）6587
　　　　　　　�HP�http://www.city.muko.kyoto.jp/
●編集／秘書広報課（内線240）

1�すぐれた教育と文化を育てましょう
1�明るいくらしと福祉のまちをきずきましょう

（昭和52年11月3日制定）

1�住みよいまちを力を合わせつくりましょう
1�きれいな緑と水と空を守りましょう
1�働くよろこびと心のふれあいを大切にしましょう

◎�向日市民憲章�◎▶
む
こ
ま
る

○春休みは天文館へおいでよ！…………2面
○考えよう人権……………………………3面
○家具類や電化製品は「粗大ごみ」で排出を…3面
○くらしの情報………………………4〜5面
○市民の情報掲示板………………………5面
○まち歩らり………………………………6面

主な記事
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広告 広告

桜まつり

●�主催／向日市商工会
●�共催／向日市工業会、向日市商店会、向日えき
えきストリート
●�協賛／向日神社、向日市観光協会

○4月5日（土）正午～午後8時
　　　　　（かがり火は夕刻～午後8時）

○4月6日（日）午前10時30分～午後5時
向日神社

新着情報

　天文館では春休み期間中、皆様にもっともっと天体に親しんでもらうため、プラネタリウムを特別投影
します。また、昼間に観察できる金星の観望会も開催し、皆様のお越しをお待ちしています。天文館でぜひ、
楽しい春のひとときをお過ごしください。

●プラネタリウム特別投影●
●�日程／3月26日（水）、27日（木）、28日（金）、4
月2日（水）、3日（木）、4日（金）
●場所／天文館�プラネタリウム室
●投影開始時刻・番組

曜日 投影開始時刻 投影番組

水曜日

午後1時15分 たいようくんとおつきちゃん

午後2時30分 THE�MOON�月のふしぎ

午後4時 流れ星をおいかけて

木曜日

午後1時15分 流れ星をおいかけて

午後2時30分 たいようくんとおつきちゃん

午後4時 宇宙～その大きさを感じてみよう

金曜日

午後1時15分 宇宙～その大きさを感じてみよう

午後2時30分 流れ星をおいかけて

午後4時 THE�MOON�月のふしぎ

●�観覧料金／大人200円（180円）、小・中学生
100円（50円）、幼児無料
※カッコ内は20人以上の団体料金

●昼の金星観望会●
　月と同様に満ち欠けする金星を、望遠鏡で見て
みましょう。申込み不要です。
●日時／4月2日（水）～6日（日）午前10時～11時
●場所／天文館�天体観測室

問天文館☎935‐3800、�935‐4380

問向日市商工会☎921‐2732

　スプレー缶やカセットボ
ンベの中には、可燃性のガ
スが入っています。ガスが
残ったまま出されますと、
収集車やごみ処理施設の火
災の原因となり、大変危険
です。
　ガスを完全に使い切った
あと、風通しがよく火気のない屋外などの場所で、「穴
あけグッズ」などで穴を開けてから分別収集に出して
ください。

問環境政策課（内線226）

スプレー缶は使い切り、　　　　　
　　 穴を開けてから分別収集へ

天文館においでよ！春休みは

●天体観望会●
　天文館では、毎月第2土曜日に観望会を実施
しています。プラネタリウムでの星空解説や、
大きな望遠鏡での天体観察などをお楽しみいた
だけます。
4月の観望会「月・惑星と春の星座」
●�日時／4月12日（土）午後7時～9時（雨天・曇
天時は、プラネタリウム室での星空解説のみ）
●場所／天文館
●�申込み／4月2日（水）までに、天文館にある
申込書に必要事項を記入の上、郵便はがきを
添えて受付へ。往復はがきでも申込み可（4
月2日必着）。中学生以下の方は保護者同伴。
1枚で5人まで記入可。定員（40人）を超えた
ときは抽選。
↓往信用（表） ↓返信用（裏）…何も書かないでください
617‐0005 

向
日
町
南
山
　��

の

向
日
市
天
文
館

天
体
観
望
会
係

往信

↑返信用（表） ↑往信用（裏）

返信

代表者住所・氏名
をお書きください

・�観望希望日
　（4月12日）
・代表者住所氏名
・代表者電話番号
・全参加者
� 氏名・年齢
　（※5人まで）

82

1

◆ご注意ください◆
　消費税率の改定に伴い、4月1日から郵
便料金が変わります。返信用のはがきは
52円分となるよう、必要な切手を貼ってお
持ちください。

道路美化ボランティアに
参加しませんか

　市は、道路清掃活動や不法投棄物の情報提供
など、道路美化に必要な活動をするボランティ
ア団体の活動を支援しています。
　「道路美化ボランティア」は、平成25年4月現
在で5団体97人の登録があり、市の管理する道
路などから活動区域を定めて美化活動に取り組
まれています。
　メンバーは随時募集しています。参加や体験
を希望される方、新た
に団体を作りたい方、
話を聞いてみたい方は、
道路整備課（内線210）
へご連絡ください。

　国土交通省は、毎年8月を「道路ふれあい月間」
として、道路の正しい利用や道路愛護活動の推
進に努めています。
　その一環として、平成26年度「道路ふれあい月
間」推進標語を広く募集します。
　詳しくは、国土交通省のホームページをご覧く
ださい。
●募集期間／3月31日（月）必着
●応募資格／小学生以上

問国土交通省道路局道路交通管理課総務係
　　 ☎03‐5253‐8111

平成26年度「道路ふれあい月間」
推進標語募集

　4月1日から、消費税率が8%に引き上げられます。
　上下水道料金につきましては、6月1日以降の検
針分から新税率を適用しますので、ご理解、ご協
力をいただきますようお願いします。

問営業課 お客様係（内線883、884、885）

上下水道料金に係る 
消費税率の変更

こんなふうに見えるよ
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　同和問題は、特定の地域の出身であることや、
そこに住んでいることを理由に、日常生活の中
でさまざまな差別を受けるという重大な社会問
題です。
　同和地区に対する差別や偏見は、中世に由来し、
以降、近世に入り民衆を支配する手段としてつく
られた、と言われています。
　これまで同和問題を解消するため積極的に取り
組みが進められてきた結果、住環境の整備など生
活環境は大きく改善されましたが、心理的差別は
依然存在しており、結婚を妨げられたり、就職で
不平等に扱われたり、日常生活で差別を受けるな
どの問題が残されています。
　今回は、同和問題と差別意識について、一緒に
考えていきましょう。
□同和問題と結婚差別□
　自分の利害と関わって、差別意識がいちばん端
的に表れてくるのは結婚の時です。「相手の家」「親
の職業や学歴」「家柄」「親戚」など、本人と関係な
いことがさまざまに取り沙汰され、婚姻の自由が
保障されているとはいえません。
　2013年3月に実施された「新京都府人権教育・
啓発推進計画」に関する府民調査報告書による
と、同和地区出身者との結婚については「問題に
しない」が38.5%、「親として反対だが子の意思尊

②同和問題と差別意識

考えよう 「人権」 

問市民参画課（内線276）

重」が30.4%と、結婚を認める方が7割弱にとどま
り、10年前に比べてほとんど変っていません。一
方、就職については「応募者本人の適性・能力が
重視されるべき」という割合が91.0%です。これは、
就職差別反対の地道な活動の成果です。
　このことから、結婚の問題については学習やより
理解を深める取り組みが求められていると言えます。
□差別意識解消に向けて□
　1つの事例から考えていきましょう。

　中学校で人権について学んだAさんは、家に
帰って母親に「被差別部落の人と結婚したって
別にいいじゃない。私だったらするわ」と言い
ました。すると、「絶対だめだ」と怒られました。
　学習を深めるうちにAさんは「やっぱり私の
考えが正しかった」と思い、今度は「考えを改
めてもらう」と決心し、話し合いを続けました。
その結果、Aさんは母親に、自分の言ってい
ることを分かってもらいました。

　この例の中には、差別を温存している「刷り込み」
「一方的な偏見」がみられます。一方で、「差別はお
かしい」という家族に対しての行動もみられます。
　社会から差別をなくすためには、一人一人が学
習する、間違った考え方を正すという行動が求め
られているのではないでしょうか。

　市はこのほど、ごみや資源物の出し方、減
量と適正な処理を推進するための取り組みな
どを示した平成26年度版「ごみの出し方・分
け方カレンダー」を発行しました。カレンダー
は、自治会を通じて各
世帯に配布していま
す。また、ご希望の方
には環境政策課でも
お渡ししています。
　ぜひご覧いただき、
ごみの減量・資源化に
ご理解とご協力をお願
いします。

　再利用できない家具類や電化製品（テレビ、冷
蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、
パソコンを除く）などは「粗大ごみ」として出して
ください。
　収集は事前予約制です。電話で環境政策課へお
申込みください。詳しくは「ごみ減量のしおり」を
ご覧ください。

■「粗大ごみ」を出す前に■
　友人や近所の方が、その品物を必要としていな
いか、また修理することはできないかなどを今一
度ご検討ください。
　一人一人が「4R」の意識を持つことが、ごみの減
量につながります。皆様のご協力をお願いします。

ごみを減らすキーワード「4R」　
リフューズ（断る）、リデュース（減
らす）、リユース（再使用）、リサ
イクル（再生利用）

問環境政策課（内線226）

向日町競輪場の 「朝市」

　「むこう愛菜市」出店の農家が、
栽培した新鮮な野菜などを直売
します。売り切れ次第終了。
●日時／3月30日（日）午前10時〜
●�場所／向日町競輪場内�第1投
票所前
●主催／向日町競輪場
●協力／向日市
問産業振興課（内線238）

「ごみの出し方・分け方カレンダー」を
発行しました

新着情報

広告広告

家具類や電化製品は「粗大ごみ」で排出を

シルバー人材センター
「暮らしの応援隊」始めます
　向日市シルバー人材センターは、日常生活の
ちょっとした作業を短時間でお手伝いするサービス
「暮らしの応援隊」を始めます。ぜひご利用ください。
●内容／1時間以内に完了する次のような作業
　○�部屋や玄関周り、台所、浴槽、トイレなどの
掃除

　○布団や洗濯物などの干し・取入れ
　○蛍光灯の交換　
　○軽い家具の移動
　○そのほか時間内にできる作業など
●利用料金（1回）
　○30分まで　500円
　○30分〜1時間　800円
●利用時間／午前8時30分〜午後4時
●対象
　○�ひとり暮らしの65歳以上の方または65歳以上
の方のみで構成される世帯の方

　○障がい者世帯
　○�上記以外の、日常の軽作業が困難な世帯
※�必要な掃除用具類は、依頼者でご用意ください。
なお、ごみなどの処分代は利用料金に含みません。

問公益社団法人 向日市シルバー人材センター
　☎932‐3987

まちの話題まちの話題まちの話題

　長岡宮発掘調査の軌跡をたどる「史跡めぐり　大
発見　向日市」が2月9日、長岡宮朝堂院跡をスター
ト地点として開催されました。
　かつて「幻の都」とされた長岡京は、1955年に長
岡宮朝堂院南門が発見されたことで存在が知られ
るようになりました。500回に及ぶ発掘調査で、そ
の姿が次第に明らかにされてきており、公園として
整備された大極殿・小安殿跡（大極殿公園）や離宮
跡（東院公園）などは、市民の皆様にも親しまれて
います。
　チェックポイントは7か所で、スタンプラリーや
案内スタッフの史跡解説も楽し
めました。市内外から約300人
が参加し、思い思いのルートで
桓武天皇の王宮をたどり、悠久
の歴史を体感していました。

歩いてたどる長岡宮
史跡巡りで歴史感じて
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■ 講座・教室

まなぼうや 各種講座
■初心者パッチワーク教室■
　かわいいポーチを作ります。
●�日時／4月2日（水）、9日（水）午前9時15分～11
時30分
●�講師／西脇美保子さん（パッ
チワーク教室主宰）
●�対象／成人20人
●�参加費／1,000円（材料費、資料代など）
●�持ち物／はさみ（紙用と布用）、縫い針、縫い糸（白
またはきなり）、しつけ糸、手拭き布、スティッ
クのり、指抜き、ものさし（約30cm）、筆記用具（2B
の鉛筆を含む）

■初心者のためのパソコン教室■
　基本操作を学び行事案内や書状を作ります。
●�日時／4月9日（水）、15日（火）、23日（水）午前9
時15分～11時30分
●�講師／西河年男さん（シニア向けパソコン講習会
講師、同好会アドバイザー）
●�対象／3日間全て出席可能で、ローマ字入力がで
きる成人15人
●�参加費／1,200円（資料代など）
●�持ち物／ワードとエクセルが搭載されているノー
トパソコン、筆記用具

□いずれも□
●�場所／中央公民館
●�申込み／3月17日（月）～26日（水）に、電話で生
涯学習推進サークル「まなぼうや」事務局・教育
委員会生涯学習課（内線834）へ。定員になり次
第締め切り。

■ 福祉

聴覚障がい者・中途失聴者・難聴者の 
ためのいきいきサロン
●�日時／4月3日（木）午後1時30分～3時30分
●�場所／福祉会館
●�内容／ニチレクボール（室内ペタンク）
●�講師／高橋恭三さん（長岡京市ろうあ協会�会長）
●�対象／聴覚障がい者（手帳なしでも参加可）
●�服装・持ち物／動きやすい服装、タオル、お茶
●�申込み／3月28日（金）までに、電話またはファク
ス、電子メールで、向日市社会福祉協議会�障が
い者地域生活支援センター（☎932‐1990、�
933‐4425、電子メールchiiki-seikatsu@muko-
shakyo.or.jp、土・休日を除く午前8時30分～午
後5時）へ。手話通訳・要約筆記あり。

■ スポーツ

水中健康体操
●�日時／4月14日～5月26日の毎週月曜日（5月5日
を除く全6回）、午前10時～11時15分
　※�この内1回は、室内で運動します。
●�場所／ゆめパレアむこう�市民温水プール
●�対象／60歳以上の方15人
●�申込み／受講料（6,172円）を添えて、直接、ゆめ
パレアむこう（☎934‐7770、休館日を除く午
前9時～午後10時）へ。定員になり次第締め切り。
初回日のみの体験（受講料1,030円）も可。

トレーニング講習会
　トレーニング室を利用するための講習会です。
申込み時に、登録料（1,000円）と顔写真（3cm×
2.5cm）が必要です。
●�日時
　○�4月9日（水）午後1時30分～2時30分
　○�4月15日（火）午後7時～8時
　○�4月21日（月）午前10時～11時
　○�4月27日（日）午後1時30分～2時30分
●�場所／市民体育館
●�対象／18歳以上の方各5人（27日のみ15人）
●�服装・持ち物／動ける服装、上靴
●�申込み／3月25日（火）午前10時から直接、市民
体育館へ。定員になり次第締め切り。

□トレーニングアドバイスタイム□
●�日時
　○�4月9日（水）午後2時30分～3時30分
　○�4月21日（月）午前11時～正午
　○�4月27日（日）午後2時30分～3時30分
●�場所／市民体育館
●�対象／市民体育館のトレーニング室登録証をお
持ちの方
●�服装・持ち物／動ける服装、上靴、登録証、トレー
ニング室使用料（300円）
問市民体育館☎932‐5011、�934‐1657

市民体育館 春期スポーツ教室 
「少年少女バスケットボール教室」
　バスケットボールの楽しさと基本技術を学び、
ルールやスポーツに対するマナーを習得します。
●�日時／4月11日～6月6日の毎週金曜日（5月30日
を除く全8回）、午後4時30分～5時45分
●�場所／市民体育館
●�対象／小学3～6年生25人
●�参加費／8回4,800円
●�申込み／3月15日（土）～25日（火）必着。往復は
がきまたは直接来館で、次のとおりお申込みくだ
さい。定員を超えた場合は、向日市民優先で抽
選します。
　○�往復はがき　はがき1枚につき1人の申込み。

↑返信用（表） ↑往信用（裏）

↓往信用（表） ↓返信用（裏）…何も書かないでください
617‐0003

往信

参加者の
住所・氏名を
お書きください。

少年少女バスケット
ボール教室希望

①�参加希望者氏名
（ふりがな）
②年齢、性別
③郵便番号・住所
④電話番号
⑤�学校名、学年

返信
森
本
町
小
柳

‐
23
1

�

向
日
市
民
体
育
館

　○�直接来館　午前9時～午後8時に、郵便はがき（1
人1枚）を持って市民体育館へお越しください。
申込用紙に必要事項をご記入いただきます。

※�受講の可否は、はがきで通知します。申込みが
少ない場合は、開催を中止します。
問�公益財団法人�向日市スポーツ文化協会（市民体
育館内）☎932‐5011、�934‐1657
　�HP��http://www1.ocn.ne.jp/~mukosca/

薄着になる前にシェイプ 
「ベリーエクササイズ」教室
　楽しく踊りながら体幹を鍛えます。
●�日時／4月2日～30日の毎週水曜日（全5回）、午
後7時～8時
●�場所／市民体育館
●�対象／18歳以上の女性10人
●�参加費／5回3,500円
●�申込み／3月15日（土）午前10時から電話で、市
民体育館（☎932‐5011）へ。定員になり次第
締め切り。
※�申込みが4人以下の場合は、開催を中止します。

■ 図書

大人の朗読会
　午後のひととき、朗読の世界にひたってみませんか。
当日、自由にご参加いただけます。
●�日時／3月18日（火）午後1時30分～3時
●�場所／図書館
●�内容
　○�「白いささやき」伊集院静�作
　○�「のみこみとっつあ」寺村輝夫�作
　○�「水明り」佐江衆一�作
　○�「父帰る」菊池寛�作
　○�「芝浜」
問図書館☎931‐1181、�931‐1081

■ 文化・芸能

青少年健全育成 
「市民ふれあいコンサート」
●�日時／3月21日（祝）午後1時30分～（1時開場）
●�場所／市民会館ホール
●�出演／勝山・西ノ岡・寺戸各中学校吹奏楽部、
向陽・京都西山各高等学校吹奏楽部、京都管楽
合奏団「ARTY�BEARS」
問教育委員会�生涯学習課（内線834）

■ 国民健康保険

国民健康保険被保険者証を更新します
　現在使用されているカード型の被保険者証（あさ
ぎ色または藤色）は、3月31日で有効期間が切れ、
4月1日から使えなくなります。3月中旬から下旬に
かけて、世帯の被保険者全員分を世帯主の方へ簡
易書留で送付しますので、4月1日以降は新しい被
保険者証を医療機関の窓口に提示してください。
　新しい被保険者証は、一般被保険者の方は「ク
リーム色」、退職被保険者の方は「うぐいす色」とな
ります。有効期限は平成28年3月31日です。ただし、
期限までに75歳に到達する方（後期高齢者医療制
度に加入）は75歳の誕生日の前日が有効期限です。
4月1日までに新しい被保険者証が届かない、足り
ない、記載内容に誤りがある場合は、お手数です
が医療保険課へご連絡ください。また、資格など
に変更がある場合は、届け出てください。
※�国保加入者に異動（職場の健康保険に加入、転
入、転出など）があったときには14日以内に届出
が必要です。特に、職場の健康保険に加入され、
まだ国民健康保険の資格喪失届を提出されてい
ない方は、職場の健康保険証、国民健康保険証、
印鑑をお持ちの上、医療保険課で手続きをお願
いします。

■納め忘れの保険料はありませんか■
　保険料を滞納されている世帯については、通常
の被保険者証が交付できない場合がありますので、
納付をお願いします。
問�医療保険課（内線326、332）

サービス情報サービス情報サービス情報サービス情報

催し情報催し情報催し情報催し情報

くらしの情報くらしの情報くらしの情報くらしの情報
教室・文化・芸能などの催し、
福祉・教育のサービスなど、　
市からのお知らせを中心に
掲載しています。

市の催し・サービス情報

●�向日市役所への電話でのお問い合わせは、☎931‐
1111（代表番号）にお掛けください。担当課におつな
ぎします。
●�向日市役所へのファクスはＦＡＸ922‐6587、郵便物は
「〒617‐8665�向日市役所」、電子メールはinfo@
city.muko.lg.jpにお送りください。
※�ファクス、郵便物、電子メールには、市役所のどこの
課（担当課名）宛てかをお書きください。
●�参加費などの記載がないものは、無料でご参加いただ
けます。
�＝お問い合わせ、�HP�＝ホームページアドレス
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　毎年、春から初夏は野鳥の子育ての季節です。
　野鳥のひなは上手に飛べない状態で巣立つことが多いのですが、多くは親鳥が
食べ物を運んだり安全な場所へ導いたりして育てている最中です。
　このようなひなを迷子だと思って拾ってしまうと、親鳥から引き離してしまうこと
になりかねません。ひなのいる場所が自動車の通行などで危険と思われるときは、
近くの茂みなどの安全な所に移動してあげてください。
　なお、ひながけがをしている場合は、産業振興課（内線238）へご連絡ください。

ひ　な　を　拾　わ　な　い　で

市民の情報掲示板市民の情報掲示板市民の情報掲示板
　市民の皆様などから寄せられた情報を
掲載しています。参加費などの記載がない
ものは無料です。詳細は各問い合わせ先に
お尋ねください。
※�掲載については秘書広報課（内線240）
へお問い合わせください。

■ 子育て

「京都子育て支援医療費受給者証」返却
のお願い
■平成13年4月2日～14年4月1日生まれの
　　　　　　お子さんがいる保護者の皆様へ■

　京都子育て支援医療費受給者
証の有効期限は3月31日までで
す。4月以降は使用できませんの
で、お持ちの方は、医療保険課�
福祉医療係（内線342）へ返却を
お願いします。郵送可。

■ 医療

老人（65歳以上70歳未満の方）・ひとり
親・障がい者・重度心身障がい老人の方
の医療費負担を軽減します
　老人（自己負担の一部を公費で助成）・ひとり親・
障がい（自己負担を公費で助成）の福祉医療制度を
受けることができるのは、次のいずれかに該当する
方です。いずれも本人、配偶者、扶養義務者に所
得制限があります。
　申請には健康保険証、印鑑、身体障害者手帳ま
たは療育手帳（お持ちの方のみ）が必要です。詳細は、
医療保険課�福祉医療係にお問い合わせください。
●�老人医療／65歳以上70歳未満の方で、
　①1人暮らしの方
　②�老人世帯（60歳以上の方のみで構成される世
帯）の方

　③所得税非課税世帯（世帯員全員が非課税）の方
●�ひとり親家庭医療／平成26年3月31日現在で18
歳（高校卒業）までのひとり親家庭の児童とその
親
●�障がい者医療／65歳未満の方、65歳以上で後期
高齢者医療の被保険者でない方で、
　①身体障害者手帳1～2級の方
　②療育手帳A判定の方
　③身体障害者手帳3級で市民税非課税世帯の方
●�重度心身障がい老人健康管理事業／65歳以上の
後期高齢者医療の被保険者で、
　①身体障害者手帳1～2級の方
　②療育手帳A判定の方
　③身体障害者手帳3級で市民税非課税世帯の方
※�平成25年8月受診分から、母子家庭の方への医
療費助成を父子家庭の方（年度末で満18歳まで
の児童とその父親）にも拡大しています。対象と
なる方は、申請をお願いします。
問�医療保険課�福祉医療係（内線334、342）

ひとり親家庭医療の期間延長となる方は
申請を
　受給者証の有効期限が3月31日までの方で、4月
以降も高等学校に在籍される方は、在学証明書、
健康保険証、ひとり親家庭医療受給者証、印鑑を
持って、期間延長の手続きをしてください。
　有効期限が過ぎた受給者証は使用できませんの
で、お持ちの方は、医療保険課�福祉医療係（内線
334）へ返却をお願いします。郵送可。

■ 税

固定資産税の縦覧
　平成26年度土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧で
きます。市内にある土地・家屋の評価額などを確
認できます。
●�期間／4月1日（火）～6月2日（月）午前8時30分～
午後5時（土・休日を除く）
●�場所／税務課�固定資産税係
●�縦覧できる方／納税義務者本人か納税管理人お
よび代理権を有する代理人（委任状が必要）
●�縦覧に必要なもの／印鑑、前年度の納税通知書
（ない場合、縦覧する方本人であることが確認で
きるもの）
※�評価額に不服のある場合、固定資産評価審査委
員会に審査の申し出ができます。期間は、4月1
日から納税通知書の交付を受けた日の60日後ま
でです。
問税務課�固定資産税係（内線225、255）

■ 相談

不動産無料相談会
　不動産鑑定士が、土地の評価などに関する相談
に応じます。
●�日時／4月1日（火）午前10時～午後4時（受付は�
3時30分まで）
●�場所／京都商工会議所（京都市中京区）
問�公益社団法人�京都府不動産鑑定士協会
　☎211‐7662、�HP��http://www.kantei-kyoto.or.jp�

■ 人材募集

平成26年度第1回京都府警察官採用試験
　採用試験案内は、向日町警察署や最寄りの交番
でお渡ししています。
●�受験資格／大学卒業または見込みの方、短期大
学、高等学校卒業の方
●�受付期間／インターネットは4月2日（水）まで、
郵送は4月9日（水）まで
●1次試験日／5月11日（日）
●採用予定日／10月1日または平成27年4月1日
問�京都府警察本部�警務課�採用係
　☎0120‐555‐314（フリーダイヤル）

■ そのほかのお知らせ

高速道路に立ち入らないで  
大事故につながります
　高速道路で、歩行者や自転車、原付バイクの進
入事例がよく起こっています。京都府域の名神高
速道路では、平成25年に51件の立ち入りがありま
した。
　高速道路への立ち入りは、法律で禁止されてい
ます。重大な事故につながりますので、高齢者や
幼児がおられるご家庭では、特にご注意いただきま
すようお願いします。
問西日本高速道路株式会社�関西支社
　京都高速道路事務所☎632‐1230
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新 着 図 書

今月の
一冊
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評
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冠
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皆
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ま
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ま
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踊
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台
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、
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。

　
今
も
説
法
石
の
前
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は
、辻
井

家
や
地
元
の
人
の
手
で
花
が
供
え

ら
れ
、し
め
縄
も
取
り
替
え
ら
れ

る
。鶏
冠
井
題
目
踊
り
は
毎
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五

月
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日
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さ
れ
る
。

七
百
年
余
の
曲
折
を
経
て
も
な

お
、心
の
豊
か
さ
が
し
の
ば
れ
る
。

（
終
わ
り
）

お問い合わせ　図書館☎931‐1181

　お母さんにも、お父さんにも、お姉ちゃんにも相
手をしてもらえなかった、ひとりぼっちの女の子が手
にした赤いマーカー。そのマーカーで壁にドアを描く
と、ドアの向こうには違った世界が広がっていた。描
いたものが現れる不思議なマーカーとともに、女の
子は冒険の旅「ジャーニー」に出発！
　アメリカで出版された、文字のない絵本です。

アーロン・ベッカー 作
講談社

ジャーニー 
女の子とまほうのマーカー

日
像
の
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え
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空
を
超
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て

▲日像上人の説法石

■一般図書……………………………………
●�即答力� 松浦弥太郎�著　朝日新聞出版
●�ビジュアル三国志3000人
� 渡邉義浩�監修　世界文化社
●�アラブ500年史�上・下巻
� ユージン・ローガン�著　白水社
●�経済政策のカラクリ� 榊原英資�著　朝日新聞出版
●�ハーバード白熱教室世界の人たちと正義の話をし
よう＋東北大特別授業
� マイケル・サンデル�著　早川書房
●�交渉プロフェッショナル�国際調停の修羅場から
� 島田久仁彦�著　NHK出版
●�データ分析ってこうやるんだ！実況講義
� 吉本佳生�著　ダイヤモンド社
●�吃音のこと、わかってください
� 北川敬一�著　岩崎書店
●�ママ、言わないで！子どもが自信を失う言葉66
� 曽田照子�著　学研パブリッシング
●�トコトンやさしい実用技術を支える法則の本
� 福田遵�著　日刊工業新聞社
●�ビジネスで差がつく計算力の鍛え方
� 小杉拓也�著　ダイヤモンド社
●�ダイオウイカ、奇跡の遭遇� 窪寺恒己�著　新潮社
●�誰でも可愛くなれるヘアのコツ� 　世界文化社
●�アボカド人気専門店のアボカドスーパーレシピ100
� 小泉充�監修　辰巳出版
●�着物の文様とその見方� 似内惠子�著　誠文堂新光社
●�流星ひとつ� 沢木耕太郎�著�　新潮社
●�それでもわたしは山に登る� 田部井淳子�著　文藝春秋
●�物語ること、生きること� 上橋菜穂子�著　講談社
●�とまどい本能寺の変� 岩井三四二�著　PHP研究所
●�夢のなかの魚屋の地図� 井上荒野�著　幻戯書房
●�終わりの日々� 高橋たか子�著　みすず書房
●�緩慢の発見� シュテン・ナドルニー�著　白水社

■児童図書……………………………………
●�ピコのそうじとうばん� 阿部夏丸�作　講談社
●�おひさまやのめざましどけい
� 茂市久美子�作　講談社
●�マッティのうそとほんとの物語
� ザラー・ナオウラ�作　岩波書店
●�あしってエラい！
� 中川ひろたか�文　大島妙子�絵　保育社
●�こひつじ�まある� 山内ふじ江�文・絵　岩波書店
●�にらめっこ� 木曽秀夫�作・絵　フレーベル館
●�淀川ものがたり�お船がきた日
� 小林豊�文・絵　岩波書店
●�いちばんでんしゃのうんてんし
� たけむらせんじ�文　おおともやすお�絵　福音館書店
●�おまめまめまめ1・2・3　1から100までかずのえほん
� キース・ベーカー�作　ほるぷ出版
●�あかいほっぺた
� ヤン・デ・キンデル�作　光村教育図書
●�ラズィアのねがい�アフガニスタンの少女
� エリザベス・サナビー�文　スアナ・ヴェレルスト�絵
� 汐文社
●�あたし、うそついちゃった
� ローラ・ランキン�作　評論社
●�わたしたちのてんごくバス
� ボブ・グレアム�作　さ・え・ら書房

西国街道
何語る説法石

　消費生活トラブルにご用心

「保険金が使える」という住宅修理サービスの勧誘にご注意

相談事例
　自宅に訪問してきた住宅修理業者から、「台風
で破損した屋根を保険金の範囲で修理しないか。
契約している損害保険会社への申請は当社が代
行する」と勧誘された。信用できるか。

アドバイス
　事例のような住宅修理サービスの相談が、全
国の消費生活センターや国民生活センターに多
く寄せられており、件数が増加しています。
　修理業者が損害保険証書を見せるように言い、
明確に保険金が下りるかわからないうちに、「全
額保険金で修理ができる」「保険金の範囲内で修
理するから自己負担はない」などと強調して契約
を急がせたり、悪質な場合は、家主が経年劣化
による損傷と認識していても、風災などの自然災
害が原因だと嘘の理由で損害保険会社に保険金

の申請をするよう勧めるなど、問題も起きていま
す。
　このような業者と契約した場合、保険金の支
払い額が修理代金全額に満たない場合でも、解
約に応じてもらえない、自己負担を請求される、
工事を縮小しようとしたところ違約金を請求され
るなどのトラブルも発生しています。
　訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、契
約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オ
フできます。書面を受け取っていない場合や、記
載事項に不備がある場合などは、8日間を過ぎて
もクーリング・オフできる場合があります。消費
生活相談室までご相談ください。
　保険金の請求は自分でもできます。損害保険
を利用しての修理契約は必ずご自身で、工事契
約前に損害保険会社や損害保険代理店に連絡し
た上で、事実に基づいて申請し、どのような手続
きが必要なのかを確認してください。

お問い合わせ　防災安全課（内線235）

●相談日時／いずれも祝日を除きます。
　○�毎週月・水曜日、午前9時～正午、午後

1時～4時
　○毎週火・木・金曜日、午後1時～4時
●相談場所／相談室1（市役所本館1階）
問消費生活相談専用電話☎931‐8168

■一人で悩まず消費生活相談へ■

　緊急を要するクーリング・オフや架空請求など
に対する助言を行っています。
（京都府・京都市の共同事業）
●�相談日時／土・休日、午前10時～午後4時�
（年末年始を除く）
　☎257‐9002（電話相談のみ）

■土・休日の消費生活電話相談■


